
 

 

１．代理受領制度とは 

購入資金を予め準備することが困難な申請者のエアコン購入を促進するため、

申請者に代わって区内協力店舗が区の助成金を受け取ることのできる制度です。 

本制度を利用することで、申請者の立て替えが不要となり、購入時の負担金

額が大幅に軽減されます。 

２．代理受領制度を利用した際に申請者が区内協力店舗に支払う額 

 助成対象となる経費（エアコン本体購入費、配送費、設置工事費及び撤去費、

リサイクル料金）から助成金（上限１０万円）を差し引いた額です。 

※助成対象となる経費の総額が１０万円に達しない場合、当該額が助成上限額となり

ます。 

 ※東京ゼロエミポイント対象のエアコンの購入を検討される場合、本助成制度との併

用は可能です（東京ゼロエミポイントで値引きされた額から目黒区の助成金を支

給）。 
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【問い合わせ先】 

 目黒区健康福祉部福祉総合課くらしの相談係 

  03-5722-6840 

  目黒区健康福祉部生活福祉課管理係 

  03-5722-9852 

代理受領制度を利用しない場合 代理受領制度を利用する場合 

（例）助成対象経費の総額が１５万円のエアコンを購入する場合 

 
購入時、区内協力店舗に１５万円を 

支払う 
 
 

 購入後、申請者に１０万円を支払う。 

 

 

購入時、区内協力店舗に５万円を支払う 

（１５万円－区助成額 10万円＝５万円） 
 

購入後、区内協力店舗に１０万円を 

支払う。 


